
 

 

 

 

 

 

 

柏市子育て情報誌官民協働発行に関する  

プロポーザル方式募集要領  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏市こども部こども政策課  
 

 

 

 



 1 

１  当 該 業 務 の 目 的 ， 概 要  

 (1) 目 的  

 柏 市 で は 市 民 の 子 育 て に 役 立 つ 情 報 を 掲 載 し た 情 報 誌 を ， 平

成 ２ ３ 年 度 か ら 冊 子 の 製 作 に 係 る 費 用 を 広 告 の 収 入 で 賄 い ， 市

の 財 政 負 担 無 し で 製 作 発 行 し て い る 。  

 令 和 ８ 年 度 に お い て も ， 広 告 収 入 に よ っ て 市 の 財 政 負 担 を 抑

え な が ら ， 市 民 に 子 育 て 支 援 情 報 を 提 供 す る た め ， 民 間 事 業 者

と の 官 民 協 働 事 業 と し て 製 作 発 行 す る も の 。  

  

 な お ， 毎 年 発 行 と し て 年 度 ご と に 情 報 の 更 新 を 行 い ， 令 和 ８

年 度 版 か ら 令 和 １ ０ 年 度 版 の 製 作 発 行 を 行 う 。  

 柏 市 子 育 て 情 報 誌 で は ， 製 作 発 行 に 係 る 経 費 等 に つ い て 市 の

財 政 負 担 が 一 切 な い こ と が 前 提 で あ り ， 価 格 以 外 の 要 素 を も っ

て 判 断 す る 必 要 が あ る た め ， 広 く 提 案 者 を 募 る 公 募 型 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 に よ り 協 働 事 業 者 を 選 定 す る 。  

 (2) 業 務 名  

   柏 市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 事 業  

   （ 以 下 「 本 業 務 」 と い う ）  

 (3) 業 務 内 容  

 柏 市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 に 係 る 仕 様 書（ 以 下「 仕 様 書 」

と い う ） の と お り  

 (4) 納 入 場 所  

   仕 様 書 の と お り  

 (5) 予 定 協 定 期 間  

協 定 締 結 日 か ら 令 和 １ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で  

 (6) 費 用 に つ い て  

 本 業 務 に か か る 費 用 の 全 額 は 協 働 事 業 者 が 得 る 広 告 収 入 に て

賄 う こ と と し ， 柏 市 は 一 切 の 費 用 負 担 を し な い 。  

 

２  参 加 資 格  

  参 加 資 格 を 有 す る 者 は ， 公 募 日 か ら 協 定 締 結 日 ま で に お い て ，

次 の 要 件 の 全 て を 満 た す 者 と す る 。  

 (1) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の
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４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

 (2) 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 更 生 の 手

続 き 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再

生 の 手 続 き の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。  

 (3) 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領 （ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日

制 定 ） に 基 づ く 指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領

（ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 制 定 ） に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い

な い こ と 。  

 (4) 法 人 税 ，市 税 ，消 費 税 及 び 法 人 事 業 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

 (5) 過 去 ５ 年 以 内 に ， 自 治 体 が 発 注 し た 情 報 誌 を 発 行 し た 実 績 が

あ る こ と 。  

 (6) 電 子 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 を 経 過 し な

い 者 又 は こ の 告 知 の 日 前 ６ か 月 以 内 に 手 形 若 し く は 小 切 手 を 不

渡 り に し た 者 に 該 当 し な い こ と 。  

 

３  全体スケジュ ール  

内 容  期 日  

公募開始  令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日  

参加意思表明書受 付締 切  令 和 ７ 年 １ １ 月 ４ 日  

参加資格 要 件 確認 結果 通 知  令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ０ 日  

質疑書の受付開始  令 和 ７ 年 １ １ 月 １ １ 日  

質疑書の 締切  令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ８ 日  

質疑書に 対する回 答  令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日  

提案書等 の提出締 切  令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日  

審査（プレゼンテーション） 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日  

プロポーザル方式結果通知  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日  

協定締結日（予定）  令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日  

※ 各 実 施 日 は 特 段 の 事 情 が 生 じ た 場 合 は 変 更 す る こ と が あ る 。  

 

４  参 加 意 思 表 明 に つ い て  

  プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 す る 意 思 の あ る 業 者 は ， 下 記 の と お り 書 類

を 提 出 す る こ と 。  

 (1) 提 出 書 類  

  ア  参 加 意 思 表 明 書 （ 様 式 １ ）  

  イ  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 ２ ）  
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  ウ  類 似 業 務 の 実 績 を 表 す 資 料 （ 過 去 の 協 定 書 の 写 し ・ 発 行 物  

   等 ）  

  エ  法 人 税 並 び に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 納 税 証 明 書 （ 税 務 署

発 行 ）  

 (2) 提 出 方 法  

   令 和 ７ 年 １ １ 月 ４ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に ， こ ど も 部 こ ど も

政 策 課 （ 別 館 ３ 階 ） へ 郵 送 （ 必 着 ） 又 は 直 接 持 参 し て 提 出 。  

   直 接 持 参 す る 場 合 は ， 開 庁 日 の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 の 間 に 持 参 す る こ と 。  

 (3) 部 数  

   各 １ 部  

 (4) 参 加 資 格 の 結 果 通 知 に つ い て  

   令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ０ 日 付 け で こ ど も 部 こ ど も 政 策 課 よ り 書 面

に て 通 知 す る 。  

 

５  質 疑 に つ い て  

 (1) 質 疑 方 法  

  ア  質 疑 書 （ 様 式 ３ ） を 電 子 メ ー ル で 事 務 局 あ て に 送 付 す る こ

と 。  

  イ  メ ー ル の 件 名 は 【 柏 市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 事 業 に 係

る 質 疑 書 】 と す る こ と 。  

  ウ  送 付 先 ： kodomoseisaku@city.kashiwa.chiba.jp 

  エ  送 付 し た 際 は ， 事 務 局 （ ０ ４ － ７ １ ７ ０ － ２ ６ ９ ２ ） に 電

話 し ， 到 着 確 認 を す る こ と 。  

  オ  評 価 等 に 影 響 を お よ ぼ す お そ れ が あ る 質 問 （ 参 加 業 者 数 ・

参 加 業 者 名 ・ 選 定 委 員 等 ） に つ い て の 質 問 は 受 付 け な い 。  

  カ  質 疑 可 能 業 者 は ， 参 加 資 格 要 件 確 認 結 果 通 知 書 に よ り 参 加

資 格 を 認 め ら れ た も の に 限 る 。  

 (2) 質 疑 期 間  

   令 和 ７ 年 １ １ 月 １ １ 日（ 火 ）か ら 令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ８ 日（ 火 ）

午 後 ５ 時 ま で  

 (3) 回 答 方 法  

   令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 （ 水 ） ま で に 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す
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る 。  

URL:http://www.city.kashiwa.lg.jp/business/tender_contra

ct/4643/4644/index.html 

 

６  辞 退 に つ い て  

  参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 後 ，本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 辞 退 す る 時 は ，

辞 退 届 （ 様 式 ４ ） を 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に

こ ど も 部 こ ど も 政 策 課 （ 別 館 ３ 階 ） へ 郵 送 （ 必 着 ） 又 は 直 接 持 参

し て 提 出 す る 。   

  ま た ， 辞 退 し た 者 は ， こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 入 札 及 び 見 積 も  

 り 参 加 等 に つ い て 不 利 益 な 扱 い を 受 け な い も の と す る 。  

 

７  企 画 提 案 書 等 の 作 成 と 提 出  

 (1) 企 画 提 案 書 の 作 成 方 法  

   別 紙 「 柏 市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル 方

式 審 査 基 準 」 の 項 目 に 沿 っ て ， 提 案 者 は ， 次 に 挙 げ る 事 項 を 含

ん だ 企 画 提 案 書 を 作 成 す る こ と 。形 式 は 自 由 形 式 ，A4 版 と す る 。  

  ア  業 務 実 施 体 制  

  イ  募 集 す る 広 告 の 規 格  

  ウ  過 去 の 発 行 実 績 と 広 告 収 入  ２ 参 加 資 格 （ 5） と 同 様  

  エ  協 定 締 結 か ら 完 成 品 納 入 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル  

  オ  誌 面 の 見 本 （ 見 開 き で 数 ペ ー ジ 程 度 。 令 和 ７ 年 度 版 か し わ

こ そ だ て ハ ン ド ブ ッ ク の 掲 載 内 容 か ら ， 任 意 の ペ ー ジ を 作

成 。）  

  カ  事 業 収 支 に 係 る 計 画 書  

  キ  新 た な 提 案 な ど  

  ク  仕 様 書 の 企 画 に 基 づ く 発 行 可 能 な 部 数 と ペ ー ジ 数 及 び 使 用

す る 紙 の 仕 様  

 (2) 企 画 提 案 書 等 の 提 出  

   以 下 の 関 係 書 類 を 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で

に ， こ ど も 部 こ ど も 政 策 課 （ 別 館 ３ 階 ） へ 郵 送 （ 必 着 ） 又 は 直

接 持 参 し て 提 出 。  

  ア  企 画 提 案 書 表 紙 （ 様 式 ５ ）  
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  イ  企 画 提 案 書 （ 自 由 様 式 ※ 前 項 参 照 ）  

  ウ  業 務 実 施 体 制 （ 様 式 ６ ）  

  エ  会 社 概 要 （ 自 由 様 式 ）  

 (3) 提 出 部 数  

   ８ 部 （ 原 本 １ 部 ， 写 し ７ 部 ）  

 

８  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 及 び ヒ ア リ ン グ  

 (1) 日 付  

   令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 （ 火 ）  

   ※ 実 施 時 刻 に つ い て は ， 参 加 資 格 審 査 後 ， 電 子 メ ー ル に よ り  

    個 別 に 通 知 す る 。  

 (2) 場 所  

   柏 市 役 所  分 室 ３ 第 ４ 会 議 室 （ 調 整 中 ）  

 (3) 実 施 時 間  

   ３ ０ 分 以 内 と す る （ 目 安 ： プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ２ ０ 分 ＋ ヒ ア

リ ン グ （ 質 疑 ） １ ０ 分 ）。  

 (4) 人 数  

   協 定 を 締 結 し た 際 の 責 任 者（ 担 当 者 ）を 含 め ３ 名 以 内 と す る 。  

 (5) そ の 他  

  ア  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 際 に ， 追 加 資 料 の 提 出 を 行 う こ と は

不 可 と す る 。  

  イ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 方 法 は 問 わ な い が ， パ ワ ー ポ イ ン ト

等 を 使 用 す る 場 合 は ， プ ロ ジ ェ ク タ ー （ 接 続 ケ ー ブ ル 含 む ）

及 び ス ク リ ー ン ， 延 長 コ ー ド は 市 が 用 意 す る 。 パ ソ コ ン （ 電

源 コ ー ド 含 む ） は 事 業 者 が 用 意 す る こ と 。  

 

９  審 査 基 準  

  別 紙 「 柏 市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル 方 式

審 査 基 準 」 を 参 照 す る こ と 。  

 

１ ０  審 査 方 法 及 び 選 定 方 法  

 (1) 審 査 方 法  

   最 優 秀 提 案 者 の 審 査 は ，柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会（ 柏
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市 子 育 て 情 報 誌 官 民 協 働 発 行 ） に お け る ， 提 出 書 類 に 基 づ く プ

レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に よ る も の と す る 。  

 (2) 選 定 方 法  

  ア  各 委 員 の 評 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い 提 案 者 を 最 優 秀 提 案 者 と

す る 。  

  イ  な お ， ２ 者 以 上 が 同 一 評 価 で 最 高 点 に な っ た 場 合 は ， 優 先

審 査 項 目 に お い て ， 審 査 委 員 会 の 高 い 評 価 を 得 た 提 案 者 を 最

優 秀 提 案 者 と す る 。  

 

１ １  プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 結 果 通 知  

  プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 結 果 は ， 参 加 し た 業 者 に 対 し ， 令 和 ７ 年 １ ２

月 ２ ３ 日 付 け で こ ど も 部 こ ど も 政 策 課 よ り 書 面 に て 通 知 す る 。  

 

１ ２  結 果 公 表  

  プロポーザル方 式 結果は，市ホームページに公表する。  

 

１３  協定書締結手続き  

 (1) 最 優 秀 提 案 者 を 協 定 書 締 結 候 補 者 と し て 決 定 し た 後 ， 当 該 業

者 と 協 定 書 を 締 結 す る 。  

 (2) 候 補 者 が 協 定 を 履 行 で き る 見 込 み が な い と 市 が 判 断 し た 場 合

は ， 協 定 を 締 結 し な い こ と が あ る 。 そ の 場 合 ， 協 定 書 締 結 候 補

者 は 損 害 賠 償 請 求 を し な い も の と す る 。  

 (3) 最 優 秀 提 案 者 と 協 定 を 締 結 で き な い 場 合 は ， 次 順 位 の 提 案 者

（ 第 二 優 先 交 渉 権 者 ） と 交 渉 を 行 う 場 合 が あ る 。  

 

１ ４  事 務 局  

 (1) 担 当 部 署  

   こ ど も 部 こ ど も 政 策 課  担 当 ： 森 川 ・ 坪 山  

 (2) 連 絡 先  

〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

電 話 番 号 ： ０ ４ － ７ １ ７ ０ － ２ ６ ９ ２ （ 直 通 ）  

   Ｅ メ ー ル ア ド レ ス ： kodomoseisaku@city.kashiwa.chiba.jp 
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１ ５  そ の 他  

 (1) 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る 費 用 に つ い て は ， 全 て 提 案 者 の 負

担 と す る 。  

 (2) 提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。 ま た ， 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 以

外 の 目 的 に は 使 用 し な い 。  

 (3) 提 出 期 限 以 降 に お け る 提 案 書 類 等 の 差 替 え 及 び 再 提 出 は 認 め

な い 。  

 (4) 参 加 資 格 に 定 め る も の の ほ か ， 次 に 掲 げ る い ず れ か に 該 当 し

た 場 合 に は ， 失 格 と す る 。  

  ア  参 加 意 思 表 明 書 又 は 提 案 書 に つ い て ， 提 出 期 限 を 過 ぎ て 提

出 さ れ た 場 合  

  イ  提 案 書 に つ い て ， 提 出 期 限 を 過 ぎ て も 提 出 さ れ な か っ た 場  

   合  

  ウ  提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合  

  エ   プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 開 始 時 間 ま で に 会 場 に 来 な か っ た 場 合  

  オ  複 数 の 提 案 を し た 場 合  

  カ  審 査 の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た と 市 が 認 め る 場 合  

 (5) 参 加 業 者 が １ 者 の み の 場 合 に も ， 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 審 査 は

実 施 す る 。  

  (6) 提 出 書 類 等 は ， 柏 市 情 報 公 開 条 例 に 基 づ く 開 示 請 求 が あ っ た

場 合 に は 対 象 文 書 と し て 原 則 開 示 す る 。  

 (7) 審 査 に お い て ， 市 が 定 め る 評 価 基 準 を 上 回 ら な か っ た 場 合 に

は ， 契 約 し な い 場 合 が あ る こ と と す る 。  

 (8) 協 定 書 の 締 結 に 際 し て は ， 企 画 提 案 の 詳 細 に つ い て 別 途 協

議 ・ 調 整 の 上 ， 企 画 提 案 の 内 容 を 一 部 変 更 し て 契 約 す る こ と が

あ る 。  

 (9) 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は ， 日 本 語 及 び 日

本 国 通 貨 に 限 る 。  

 


